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Informationお知らせ

　「SDGs」は 2015 年の国連サミットで採択された持続可能な開発
目標で、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・
環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むものとされ、日本でも「持
続可能な開発目標（SDGs）実施方針」において、率先して取り組ん
でいくこととされています。
　国では 2018 年から、地方自治体による SDGs の達成に向けた取組
の提案を公募し、「SDGs 未来都市」
として選定しています。
　村では、適切な森林管理、下流域
との連携による環境保全の取り組み

が持続可能な地域づくりに資するものとして、「源流の里による生命環境を生か
した村づくり〜矢作川源流地の持続可能社会に向けた取組〜」と題した取組みに
より応募したところ、2022 年度「SDGs 未来都市」に選定されました。
　全国で 30 の自治体が選定され、5 月 20 日に選定証授与式が行われ、野田地
方創生担当大臣から認定証が授与されました。
　村では、これまでの森林環境保全の取組みはもちろん、さらに下流域地域と連
携し、持続可能な地域づくりを進めて行きます。
　また、「矢作川水源の森」環境育林協定を締結した、安城市も今年選定されま
した。

SDGs 未来都市に選定されました

2022 年度自治体 SDGs モデル事業提案概要（提案様式 3）

写真提供：内閣府
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Information お知らせ

　健診を受診し、生活習慣を見直すことで生活習慣病発症予防・重症化予防だけでなく、介護予防にもつながりま
す。自分の健康状態について正確な知識を持つために年に一度必ず受診しましょう。まだ申し込みをされていない
方は、役場住民課までご連絡ください。

　日　時：6 月 29 日 ( 水 )  午前 8 時～午後 3 時（受付時間は個別で連絡します）
　場　所：しゃくなげ　やまあいホール
　持ち物：問診票、自己負担金、保険証（加入保険確認のため）　着脱しやすい格好でお越しください
≪基本健診≫
　特定健康診査（対象 40～ 74歳）
　・問診、身体測定、腹囲測定、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図、眼底検査
　健康診査（対象 75歳以上）
　・問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図、眼底検査
≪胃がんリスク検査≫（対象 79 歳以下で検査を 1 度もしたことのない方）
　・血液検査により胃粘膜の萎縮の程度やピロリ菌感染の有無を測定して将来の胃がんリスクを予測します
≪大腸がん検診≫（対象 40 歳以上）
　・便に血液が混ざっている便潜血検査を実施します
≪前立腺がん検診≫（対象 50 歳以上男性）
　・血液検査により PSA という前立腺に特異的なタンパク質の値を調べます

総合健診について

日程・内容

問診票等、順次配布します。お手元に届きましたら、
必ず鉛筆で記入してから会場へお越しください。

お問合せ・お申込み
根羽村役場　住民課

TEL：0265-49-2111
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「2050ゼロカーボン」だより VOL.4

■地球にやさしいゼロカーボンに向けて今できること
<移動編＞

○移動もエコに！～スマートムーブ～
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次回は、地球にやさしいゼロカーボンに向けて今できること<ゴミ編・学び編・事業者編＞です。

<食べ物編＞
○産地や「旬」もチェック！

○調理の仕方も工夫！

食べ物を栽培・輸送

<食べ物編＞
○産地や「旬」もチェック！
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Informationお知らせ

☆プラスチックを『ごみ』から『資源』へ
【今回の変更点】
１．今まで可燃ごみとしていたプラスチックやビニールを分別収集し、再資源化をします。
２．不燃ごみの収集日が隔週になります。
３．プラスチック資源指定袋が新たに必要になります。

弁当容器・カップ麺容器、お菓子容
器、納豆容器、色付きトレイなど
洗剤、シャンプー、調味料容器、卵
容器など
キャップ、ラベル、プラ包装フィ
ルム、食品用ラップ、ビニール袋、
CD・CD ケース、DVD など

ごみの減量化と、限りある資源の有効活用のため、
みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

〇製品やラベルなどに左のマークがある物を収集します。
〇汚れが激しい物、油や臭いが取れない物は可燃ごみで出してください。
〇プラスチックは種類が多く分別が大変です。
　無理のない範囲で分別にご協力ください。

1

下記①と②を隔週で収集します。収集日カレンダーを後日配布します。
①「可燃ごみ」と「不燃ごみ」を出す日
②「可燃ごみ」と「プラスチック資源」を出す日

2

新たに「プラスチック資源指定袋」が追加されます。（半透明青色袋）

いつもの商店で令和４年７月１日から購入できます。3

令和４年８月から
　 プラスチックの分別収集が始まります !!
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Information お知らせ

プラスチック分別収集Q＆A
Q：なぜ、プラスチックを分別収集するの？
A：プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が、令和４年４月１日から施行されることに

なり、市町村や消費者が努める取組などが明記されたことに伴い実施するものです。

Q：分別したプラスチックはどうなるの？
A：分別されたプラスチックは、中田クリーンセンターに集められた後、民間処理業者へ搬出し、固

形燃料を作る材料として使用する予定です。
　　プラスチックをただ燃えるごみとして出すのではなく、プラスチックを主原料とした高品位の固

形燃料（RPF）を作る材料としてリサイクルすることによって、二酸化炭素排出量の低減や枯渇
性資源の節約、埋め立て処分場の延命などの効果に寄与することになります。

Q：なぜ不燃ごみの収集が隔週になったの？
A：収集車の台数が足りないため。
　　プラスチックを資源として収集するには、分別されたプラスチックを汚さないようにする必要が

あります。可燃ごみと一緒のパッカー車で収集するとせっかく分別していただいたプラスチック
が汚れてしまい資源となりません。また、不燃ごみと一緒の貨物車で収集すると荷台がいっぱい
になり、その日のうちに全収集場所の収集運搬ができません。そのため、収集日を可燃ごみとプ
ラスチックの収集日、可燃ごみと不燃ごみの収集日と分け、確実に資源となるよう収集すること
といたしました。

　　皆様には収集日の変更に伴い、多大なご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力をよろしくお
願いいたします。

　　※可燃ごみはパッカー車で収集、不燃ごみは貨物車で収集、プラスチックは不燃ごみと違う週に
貨物車で収集します。

Q：なぜ、新しくプラスチック資源指定袋を作ったの？
A：可燃ごみ袋の中に入っているプラスチックを取出し、資源にすることはできない為、可燃ごみ袋

とは別にする必要がありました。また、不燃ごみ袋は、今でもたくさんの不燃ごみを選択する方
式のため、さらに分別が難しくなってしまう可能性がありました。プラスチックを資源として、
より多く回収するため、また分別しやすいように新たに「プラスチック資源指定袋」を作りまし
たので、ご理解頂きたいと思います。

　　ご家庭では、指定袋が１種類増え、置き場所に困るかと思いますが、ご協力をよろしくお願いい
たします。また、年間のごみ袋の使用量は現在と変わらない、若しくは、分別の仕方で少なくな
ると思いますので、ごみの減量にも、ご協力をお願い致します。　

このプラスチックの分別収集に関するお問い合わせ先：根羽村役場　住民課　電話 49 － 2111
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Informationお知らせ

国民健康保険について

　国保とは、病気やけがをしたときに安心してお医者さんへかかれるように、加入者（被保険者）がお金（国保税）
を出し合って、医療費の一部を負担する制度です。

　職場の健康保険等に加入している人、後期高齢者医療制度の対象者、生活保護を受けている人以外のすべての方
が国保の加入者となります。
※加入は世帯ごととなり、加入に関する届け出は世帯主が行います。印鑑及び必要書類をご持参ください。
　届け出は、取得や喪失の事由が発生した時から 14 日以内に役場窓口へ申請してください。

・職場の健康保険等の資格を喪失したとき（退職
日の翌日）

・家族の職場の健康保険の被扶養者の資格を喪失
したとき

・他市町村から転入したとき
・子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき

・職場の健康保険等に加入したとき
・家族の職場の健康保険の被扶養者となったとき
・他市町村へ転出したとき
・死亡したとき
・生活保護を受け始めたとき
・後期高齢者医療制度の対象となったとき
　（75 歳の誕生日から）

・村内で住所が変わったとき
・世帯主変更や氏名が変わったとき
・世帯を分けたとき又は一緒にしたとき
・修学のため、村外に転出したとき（在学証明書、転出先の住民票の写し）
※修学による保険証をお持ちの方は、学校卒業と同時に現住所地の国民健康保険又は就職先の健康保険に

加入する必要があるため、卒業証明書の写しを添えて届け出る必要があります。
・保険証をなくしたとき（汚れて使えなくなったとき）
【注意】
☆非課税世帯の方が入院する場合は、限度額認定証等の発行申請を役場で行ってから入院することで、医

療機関での窓口負担や食事療養費の支払いが安くなります。

　国保のしくみ

　国保に加入する人

　加入するとき 　やめるとき

　その他の手続き

　届け出がおくれると・・・

◆保険証がない期間の医療費はやむを得ない場合を除き全額自己負担となります。また、保険税は届け出をした日
からの加入ではなく、資格を得た日までさかのぼって支払うことになります。

　【遡及賦課（そきゅうふか）】
◆資格のない保険証で医療機関を受診した場合、医療費の返還をしなければなりません。
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Information お知らせ

国民健康保険の『医療費通知』のお知らせ
　国民健康保険や後期高齢者医療保険については、特別な事情がある場合を除き、その前年に医療を受けた全ての
被保険者に対し、根羽村から『医療費通知』を送付しています。
　この『医療費通知』は、確定申告に利用できます！！大切に保管ください。
　ただし、１月から 10 月までの受診分については医療費通知で対応できますが、11 月と 12 月の診療分につい
ては、医療機関等からの領収書を基に申告してください。

【問い合わせ先】　根羽村役場　住民課　49-2111

　次のような場合は保険証が使えませんのでご注意ください。

【注意】次の場合は国保が使えません！！！

・示談を済ませてしまった。
・勤務中や通勤中の事故→労災保険
・不法行為（飲酒運転や無免許運転等）

　交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保でお医者さんにかかることができます。その際は、必ず役
場の国保担当に連絡して「第三者行為による傷病届」を提出してください。
　加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必
ず役場国保担当にご連絡ください。

※労災保険の対象となるとき…業務上（仕事や通勤途中）の病気や怪我。
※給付が制限されるとき………故意の犯罪行為や故意の怪我、けんかや泥酔による病気や怪我、医師や

保険者の指示に従わなかったとき

病気とみなされないとき
・疲労や倦怠	 ・健康診断・人間ドック	 ・正常な妊娠・出産
・歯列矯正	 ・経済上の理由による妊娠中絶	 ・予防注射
・美容整形	 ・軽度のわきが・シミ・アザ等

◆注意２の届出に必要なもの
・事故証明書（後日でも可）　　・保険証　　・印鑑
・本人確認書類及びマイナンバーが確認できる書類

第三者行為による事故とは・・・
・交通事故など第三者の行為によるけが
・他人の落下物によるけが　　・他人の飼い犬にかまれた
・傷害事件に巻き込まれた　　・スキー・スノーボード等での衝突・接触事故など

注意 1

注意２

国民健康保険についての注意
国保（保険証）が使えないとき

交通事故にあったとき（第三者行為の場合は、必ず国保担当へ届出をしてください）
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Informationお知らせ

　令和 4 年 1 月 25 日から 3 月 10 日まで、「ふれあいサロン」（社協主催）を
14 ヵ所で開催しました。
　ぽてとの会（根羽村食生活改善推進協議会）では、「私たちの健康は、私た
ちの手で！」を合言葉に、村民の皆さんの健康長寿を願い、味噌汁の塩分濃度
測定と塩分摂取の目安を知るための塩分チェックシートを社協と協力して行い
ました。
　今回お味噌汁を持参された世帯は、薄味・標準の世帯が 74.4％（昨年
81.1％）、濃い味の世帯は 25.6％（昨年 17％）で、濃い味の家庭が昨年度よ
り増加していました。
　また、今年度初めて出席者全員に実施した「塩分チェックシート」では、半
数以上が塩分を多く摂っている事も分かりました。
　過度な塩分摂取は、脳梗塞や脳出血、心筋梗塞や腎硬化症等を引き起こす恐
れがあり、発症後は要介護状態になりやすいとも言われています。
　村民の皆さんに末永く健康で楽しい毎日を過ごしていただき、健康長寿の方
が増えるよう、塩分の摂り過ぎに気を付けて頂けたらと思います。気になる方
は、いつでも塩分測定をしますので、気軽にお声掛けください。
　ぽてとの会では、月に１回程度、健康的な薄味のバランスの良い食事や旬の
野菜を使った調理実習などの自主学習も行っています。　興味のある方は、一
緒に活動してみませんか。　
　見学希望の方は、お近くの会員か役場住民課（食改担当）へお知らせください。
村民の皆さんのご参加をお待ちしています。

みそ汁塩分濃度

濃い
26％

標準
49％

薄味
25％

過多
53％

適塩
47％

塩分チェック点数

地　
　
域

出
席
数（
軒
）

持
参
数（
軒
）

持
参
率（
％
）

みそ汁塩分濃度　（人） 塩分チェック点数（人）

薄　味 標　準 濃い味 0 ～ 8 9 ～
13

14 ～
19

20
以上 計 塩分摂取

意識
朝食
摂取

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 計 少なめ 平均 多め 過多 計 有 無 有 無

北洞 18 11 61.11 1 3 2 3 1 0 1 11 0 8 7 5 20 17 3 20 0

中央 8 2 25.00 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 0 2 8 8 0 7 1

東洞 18 12 66.67 0 0 3 4 3 1 1 12 2 7 9 0 18 15 3 17 1

南洞 14 12 85.71 0 4 3 3 1 1 0 12 1 4 8 1 14 13 1 14 0

西洞 12 6 50.00 0 2 2 0 0 2 0 6 1 5 5 1 12 11 1 12 0

村
総計 70 43 61.43 1 10 10 11 5 4 2 43 6 28 29 9 72 64 8 70 2

％ 2.3 23.3 23.3 25.5 11.6 9.3 4.7 100.0 8.3 38.9 40.3 12.5 100.0 88.9 11.1 97.2 2.8 

ふれあいサロンで塩分測定を実施しました
令和3年度　ぽてとの会・社協　みそ汁塩分測定・塩分チェックシート集計結果
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新
人
職
員
紹
介

総
務
課
配
属

長
野
県
南
箕
輪
村
出
身

市
村
　
　
諒

　

こ
の
度
、
ご
縁
が

あ
り
根
羽
村
役
場
に

お
世
話
に
な
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

社
会
人
１
年
目
で
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い

事
が
多
い
で
す
が
、
少
し
で
も
根
羽
村
の
役

に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
日
々
精
進
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

住
民
課
所
属

愛
知
県
豊
田
市
在
住

保
健
師 

松
下  

靖
子

　

今
年
度
か
ら
住
民

課
に
配
属
に
な
り
ま

し
た
。

　

社
会
福
祉
協
議
会

で
の
経
験
を
生
か
し
、
村
民
の
皆
さ
ん
の
健

康
増
進
と
福
祉
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

住
民
課
所
属

愛
知
県
一
宮
市
出
身

魚
住
奈
都
子

　

根
羽
村
の
風
景
に

一
目
惚
れ
し
て
、
愛

知
県
か
ら
移
住
し
て

き
ま
し
た
。

　

一
日
で
も
早
く
村
で
の
生
活
や
役
場
で
の

業
務
に
慣
れ
て
、
皆
さ
ん
が
楽
し
く
快
適
に

過
ご
せ
る
よ
う
に
、
自
分
の
役
割
を
全
う
し

て
い
き
た
い
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
！

振
興
課
所
属

埼
玉
県
美
里
町
出
身

遠
藤
　
栄
一

　

埼
玉
県
よ
り
参
り

ま
し
た
遠
藤
栄
一
と

申
し
ま
す
。
前
職
は

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
向

け
農
薬
の
営
業
と
都
心
部
の
飲
食
店
の
工
事

全
般
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

素
晴
ら
し
い
自
然
に
囲
ま
れ
て
、
の
び
の

び
と
仕
事
が
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
！

振
興
課
所
属

愛
知
県
碧
南
市
出
身

平
松
　
綾
乃

　

根
羽
村
を
訪
れ
る

た
び
に
感
じ
た
、
皆

さ
ん
の
優
し
さ
と
自

然
の
豊
か
さ
に
魅
力

を
感
じ
、
根
羽
村
に
来
ま
し
た
。
根
羽
村
に

つ
い
て
も
っ
と
知
っ
て
、
村
民
の
皆
さ
ん
の

お
役
に
立
て
る
よ
う
、
頑
張
り
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
！

Event できごと

安
城
市
「
矢
作
川
水
源
の

森
環
境
育
林
協
定
」
締
結

　
「
矢
作
川
水
源
の
森
環
境
育
林
協
定
」
締

結
記
念
式
典
が
５
月
17
日
に
や
ま
あ
い

ホ
ー
ル
及
び
矢
作
川
水
源
の
森
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

根
羽
村
と
安
城
市
は
、
令
和
4
年
4
月

1
日
に
約
30
年
間
に
渡
り
共
同
し
て
森
林

整
備
を
行
っ
た
「
分
収
育
林
契
約
」
を
継

承
し
、
よ
り
森
林
保
全
に
重
き
を
置
い
た

「
矢
作
川
水
源
の
森
環
境
育
林
協
定
」
を
締

結
し
ま
し
た
。

　

環
境
育
林
協
定
で
は
、「
水
資
源
の
涵
養
・

森
林
資
源
の
保
護
」、「
村
民
・
市
民
へ
の

還
元
」
及
び
「
S
D
G
s
へ
の
貢
献
・
啓
発
」

を
目
的
と
し
、
針
広
混
交
林
へ
の
転
換
を

軸
と
す
る
事
業
に
取
り
組
み
、
多
面
的
機

能
を
備
え
た
森
林
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

　

式
典
で
は
や
ま
あ
い
ホ
ー
ル
で
の
根
羽

村
長
と
安
城
市
長
に
よ
る
協
定
書
の
交
換

や
矢
作
川
水
源
の
森
に
て
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
・

シ
ャ
ラ
・
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
の
3
種
の
記
念

樹
の
植
樹
な
ど
が
行
わ
れ
、
こ
の
新
た
な

形
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
を
祝
い
ま

し
た
。

　

記
念
樹
と
し
て
植
樹
し
た
ヤ
マ
ボ
ウ
シ

に
は
「
友
情
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
期

限
の
な
い
協
定
に
従
い
、
矢
作
川
上
下
流

の
連
携
に
よ
り
、
永
続
的
に
水
資
源
の
涵

養
・
森
林
資
源
の
保
護
を
目
指
し
て
い
く

と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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トピックス

戸
籍
だ
よ
り

　４月６日、根羽学園の入学式が行われました。
　式典は昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来賓の
人数を制限しての開催となりました。
　４名の新入生は、初めての学校に少し緊張した面持ちでしたが、みんなしっ
かりと入場することができました。式典が終わり退場する際には、みんな在校
生に笑顔を向けていました。松岡校長は新入生に向けて、「今、ここにいる、お
客様、先生たち、みんなが皆さんの入学を心から待っていました。」今日から
根羽学園の１年生の皆さんに、小学生として「自分でできることを増やすこ
と」、「自分から笑顔で気持ちのよいあいさつをすること」の二つをやってもら
いたいと思います。「根羽学園を気持ちの良いあいさつでいっぱいの明るく楽
しい学校にしていきましょう。」と、歓迎の言葉を述べられました。
　今年度は、４名の新入生に加え、阿智村から１名が根羽学園に転入しました。
また、学校職員も今年度から11名が加わり、根羽学園の３年目がスタートし
ました。

　令和４年４月４日（月）に根羽村保育所で入園
式が行われました。
　今年度の入園児は１名で、在園児も１学年進
級し、未満児を含めて18名で元気にスタートし
ました。式では自分の名前が呼ばれると堂々と
返事をし、席に座る姿も頼もしく感じました。
　保育園児の皆さん、元気に遊び、色々なものに
触れ、たくさん学び大きく成長してください。ま
た地域の皆さんも温かく見守っていただき、ご
支援とご協力をよろしくお願いします。

 保育所入園式

令和４年度の役員は次のとおりとなりました。
　今後とも消防団活動に対し村民の皆様のご理解とご協力をお願いするとともに、
火災予防に努めて頂きますよう、お願い致します。
　団　長　　石　原　幸　伸
　副団長　　鈴　木　孝　宏
　本部長　　松　下　剛　樹
　旗　手　　大久保　裕　貴
一分団
　分団長　　筒　井　邦　典
　副分団長　佐々木　邦　敏
　　〃　　　松　下　龍　一

 令和４年度 根羽村消防団役員

根羽学園入学式
４名の新入生が入学しました
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